
※速やかに提出を求める　概ね７日間

ペナルティ

ペナルティなし指名停止
【契約管財課】

工事成績評定の減点
【工事担当課】

          特別な事情の有無の決定
   　　　　　　【契約担当課】
※原部の判断をもとに、契約担当課で起案
　 なお、決裁は、事務専決規定別表第１(共通的専決事項)
　  5-(4)「工事の施行管理上必要な決定」による

特別の事情を
有しないと認めた場合

特別の事情を
有すると認めた場合

特別の事情を有しない
と認めた通知

（別記第３号様式）

特別の事情を有すると認めた旨を通知（別記第２号様式）
「指定期間内（概ね３０日間）に保険加入を確認できる書類を
提出するよう請求」

書類提出（未加入） 書類提出（加入）

「理由書」未提出 「理由書」提出（別記第１号様式）

下請契約からの社会保険等未加入建設業者の排除等に係る事務手続きフロー

施工体制台帳により加入状況を確認（１次下請）
【工事担当課】

未加入 加入又は適用除外

・施工体制台帳（当該社会保険等未加入建設業者に係る部分に限る。当
該下請契約の契約書面を含む。）の写しを契約担当課に送付する。
・受注者に、書面にて当該下請契約を締結した具体的な理由を記載した書
面を提出するよう指示（工事施工協議簿等）
【工事担当課】


